
金沢市バレ－ボ－ル協会倫理規定 

 

１．目 的 

  この規定は、(財)日本バレ－ボ－ル協会競技者及び役員倫理規定に基づき、金沢市バ 

レ－ボ－ル協会（以下「本会」という。）関係の競技者（選手、チ－ム、チ－ム関係者 

を含む）及び役員の倫理において、あらかじめガイドラインとして禁止事項を示し、注 

意を喚起することを目的として定める。 

 

２．競技者及び役員は、本会の定めた諸規定や決定事項を尊守し、競技規則を守り、常に 

品位と名誉を重んじつつ、フェアプレ－の精神に基づいて他の範となるよう行動し、バ 

レ－ボ－ルの健全な普及・発展に努めなければならない。 

 

３．禁止事項 

    (財)日本バレ－ボ－ル協会が次にあげる行為を禁止することに準じる。 

 １）競技者又は役員として著しく品位又は名誉を傷つけること。 

 ２）本会が禁止した競技会等に参加すること。 

  ３）選抜された選手等を正当な理由なく代表チ－ムに派遣しないなど、本会の決定した 

  方針に従わないこと。 

 ４）セクシャルハラスメント、暴力行為、個人的な差別等人権尊重の精神に反する言動 

をとること。 

 ５）禁止薬物の使用により、フェアプレ－の精神に明らかに違反すること。 

 ６）本会の認めていない競技会に事前の了承もなく、参加又は開催のために金品を収受 

すること。 

 ７）競技会における不正行為を期待して、役員、審判員、相手チ－ム関係者等との間で 

金品を授受することはもとより、事前に接触すること。 

 ８）選手の進路にかかわる所要の手続を経ずして、選手の勧誘、入部、移籍を行うこと。 

 ９）選手の勧誘、入部、移籍に関連しせんしゅにこれらを強要したり当事者（選手、保 

護者、指導者、代理人）間において社会通念上良識を超える金品を授受すること。 

      ただし、企業等から寄付申し出があり、学校又は後援会等において適切に会計処理 

がなされた場合はこの限りではない。 

 

 10）都道府県協会から承認された招待試合を除き、合宿等の交通費、宿泊費等を当該チ 

－ム関係者以外の企業等に負担させること。 

 11）その他著しくスポ－ツマン精神に反する行為を行うこと。 

 

４．処 分 

 １）処分の手続 



①  会長は必要に応じて倫理委員会を組織し、公正を期するため、当事者の弁明の機 

会を設けなければならない。 

    ② 処分は常任理事会において決定するものの、倫理委員会の意見を聴かなければな 

らない。 

 ２）処分の内容 

      前記３の禁止事項に違反した場合、競技者にあっては、競技会等への出場及び参加 

資格の一定期間又は永久の停止あるいはその他の処分、役員に会っては、役員資格の 

一定期間又は永久の停止あるいはその他の処分を行う。 

      ただし、違反の事実が当事者の故意でなく軽微な場合は、注意又は警告にとどめる。 

 

５．その他 

 １）細則については、必要に応じ別に定める。 

 ２）この規定は、平成 1６年４月１日から施行する。 


